
令和４年度 北陸農政局農村計画課関係補助金等評価委員会の議事概要 
 
１ 開催日時 
   令和４年９月 15 日（木）12:40～15:15 
 
２ 開催場所 

北陸農政局第２会議室（WEB 併用） 
   （金沢広阪合同庁舎７階） 
 
３ 出席者 
（１）評価委員会委員（五十音順、WEB 参加） 
   ・アルマス・バイオコスモス研究所 代表 

株式会社地域計画連合福井ワーキングルーム 代表 水上 聡子（委員長） 
   ・株式会社オークラニッコーホテルマネジメント金沢 
                 チーフコンシェルジュ 小島 久枝 
   ・国立大学法人新潟大学農学部農学科 助教     古澤 慎一 
   ・株式会社北日本新聞社編集局 専任局次長     松本  正 
 
（２）評価委員会事務局 
   ・北陸農政局地方参事官 石橋 正之、外８名 
 
４ 議事概要 
（１）評価結果について 
   評価区分及び評価コメント並びに取り組みが低調（Ｃ）と評価とした４団体への指導・助言等について審議、取りまとめた。 
 
（２）令和３年度事業の評価に対する意見 
  ア 評価の在り方について 
   ① 評価・検証に資するデータの充実 

 評価に際して、以下データを明示することが必要ではないか。 
・妥当かつ効果的な予算執行の根拠となる詳細な支出の内訳 
・支出によって得た成果品（成果物） 

     例えば、会議やワークショップの写真が必要なのではなく、その会議により何を得てどうしたか（何が変わったのか）がわかるデータ
の充実が望まれる。 



 
   ② 低調要因の的確な抽出等 

 今般の評価においては、令和 2 年来の新型コロナウイルス感染症が及ぼした人流の著しい低下、及び不透明な回復の見通しの中での評
価となったことに配慮する必要がある。 

  現に評価対象事業において、その影響から低調な評価となったとする地域が多く見られる。 
  ただし、低調とされた地域の中には、コロナ禍以外の要因が伺えるものの、明確な要因の抽出・整理・分析が不十分なため、不可避的

外部要因によるものか、対処可能な内部要因によるものかの判断が困難な地域も見受けられる。 
 また、コロナ禍に在りながらも、様々な工夫と努力を以て事業に取り組み、良好な実績を得ている地域もある。 

  この点において、自己評価においては、 
・コロナなかりせば、本当に実績がしっかりと確保できたか 
・他に低調となる要因があったことを見落としてはいないか 
・複数要因が存在した場合、それぞれの要因がどこにどのように影響し低調となっているか 

について、可能な限り多様な者からの視点を踏まえた、分析・検証をすることが重要ではないか。 
 
   ③ アウトカム指標の評価の充実 

 事業完了年度（目標年度）の評価においては、目指すべき姿を実現し得る状態に至ったかという観点からの評価とすべきではないか。 
 例えば、売上、宿泊者数等のアウトプットを踏まえた、事業目的に応じた成果（アウトカム）として、 

・取り組みに要する事業資金や健全な経営を実現する事業収益性の確保 
・農泊推進に関与する多様な形態の人材の確保 

といった効果を、 
  また、間接的な成果として、 

・「人口減少の抑制による地域活力の維持」 
・「多様かつ多彩な者の関りを受容する中で得られた農山漁村地域が叶えるジェンダーギャップの解消」 

等の地域波及的な効果や、独自の効果まで含めた成果が得られたかについて明示すべきではないか。 
 
   ④ 現行評価の限界と課題  
     現行評価の枠組みの中で行われる評価の在り方としては、「的確な評価である」と判断される。ただし、以下の点を考慮する必要があ

ると考えられる。 
    ａ 事業実施主体の性格への配慮 

   高齢化の進む農山漁村地域に設置する任意協議会等が計画（目標）を定め事業に取り組むものであるため、 
・適切な目標の設定であることの検証が困難 
・特に外的要因が生じた場合の遂行(担保）能力が、行政・民間等が行う場合に比べて相対的に低い 

ものと思量される。 



    ｂ 自己評価が有する二面性 
 本評価制度においては、「評価委員会の意見を踏まえて事業承認者が評価する」が、評価に供する大元の資料は、任意協議会等が行
った「自己評価」結果であり、主観的であり、公正性・透明性に欠くともいえる。 
 その一方で、地域としての達成感や率直な感想が明示されている点については、事業制度が狙いとする「地域の自主自立」の見込み
を判断する上でも有用なものとして評価できる。 

     一方で、計画精度の向上（実現性の高い目標設定）、公正性・透明性の確保については、自己評価時点における行政の参画、地域の第
三者による評価の検証等を明示した、「新たな評価の枠組み」の検討が望まれることは言うまでもない。 

 
   ⑤ 評価結果の活用 
     評価委員会における評価、検証の結果をＰＤＣＡサイクルに適切に反映し、個々の事業実施主体において指導助言の結果どのように改

善されたのか、評価制度そのものについては「より良い評価の在り方」にどのようにつなげたのかわかるようにすべきではないか。 
     特に、評価方法に関して、次年度の評価に反映できるものについては、評価時に改善点を提示していただきたい。 
 
  イ 「事業実績」低調な事業実施主体が取り組むべき内容等について 
   ① コロナ禍外要因等の明確化 
     アの②に記すコロナ以外の要因について、発生の原因・経過を詳細に検証し、回避・抑制手法の検討・検証を行うべきではないか。 
 
   ② コロナ禍中における代替し得る取組例<視点切り替えの１例> 

   ①の回避・抑制手法にあっては、アフターコロナの見通しが不透明な状況を踏まえ、すべての取り組みをアフターコロナ前提とするの
ではなく、ウィズコロナを前提とした検討を併せて行うべきではないか。例えば、首都圏からの訪問を前提とした取組から、地域内の児
童・生徒、住民との結びつきを深める取組に転換することにより、地域学習機会の確保、新たな視点でのコンテンツ価値の付与、地域一
体意識の醸成に資する等、視点を変えることでウィズコロナの取組だからこその成果の獲得につながる場合も多数あるのではないか。 

 
   ③ 改善（action）における留意点 
     低調とされた事業実施主体においては、以下の整理を、改善内容の検討に先んじて行うことが肝要である。 
     a 協議会の主要構成員が、各々の果たすべき役割を全うしたか、否とした場合の原因は何か、今後も全うし得ないとした場合はどうす

べきか。 
     b 真にプロデュースすべき（自ら誇れる）コンテンツであったか。 
     c 地域の総意が反映されたものであったか。 
     d プロモーションはターゲットに届いていたか、否とした場合の原因は何か、届いた結果のフィードバックを分析し、その結果が共有

されているか。 
     e そもそもの事業が目指すべきゴールや、果たすべき役割が、構成員はもちろんのこと、地域住民まで理解が得られていたか。否とし

た場合の原因は何か。 



     f e とともに、地域のおもてなし意識の醸成（地域の人となり<新たなアイデンティティ>の構築）が不可欠である事の理解が得られて
いるか。否とした場合の原因は何か。 

     g フォロー窓口は一元化され、その情報が共有され適切に対処される等、適切に機能していたか。 
 
   ④ 地域が獲得すべき成功体験 
     コロナ禍において、来訪者等の確保に苦慮し様々な工夫の下、アフターコロナ対策に取り組み、同時に事業実績の確保に努めておられ

る事業実施主体や地域については、一定の評価が先ずは行われるべきと思量する。 
     そのような状況にあって、地域において何よりも必要とされるのは、厳しい状況の中で来訪した者(直接の利用者)から受け取る、宿泊、

農林漁業体験、地域食提供等のコンテンツに対する「想い」であり、ホストの結果への「良好な評価及び対価」であることに鑑みれば、
一つの成功体験を獲得し地域で共有することが必要ではないか。 

     また、積極的な協力が期待できる農家及び宿泊事業者を選定する等、確実に「一つの成功体験」を獲得できるよう努めることが重要で
はないか。 

 
   ⑤ 事業実施主体における体制の充実等 
     事業完了後における事業実施主体の自主自立については、協議会が存続し活動を継続するのみならず、「事業完了後において農泊を推

進する中核団体の法人化が果たされている」ことを要件とする農泊推進対策のようなものもある。 
     他の対策についても、例えば、協議会を母体としたソーシャルビジネスやコミュニティビジネスに係る事業部門の創出について、その

実績や見込み等を明らかにすることも評価・検証上の有用な情報となるのではないか。 
 
 

ウ 次年度評価に対する要望等について 
   ① 評価資料について 
     評価委員会における自己評価の評価・検証において、中長期的な計画等の内容、目標設定の考え方及び具体的な支出内訳等の把握とと

もに、計画策定時における改善余地の有無の判断等に有用な資料として、取組状況、事業実績及び実施体制をＣとした事業実施主体に係
る計画書を提供されたい。 

 
   ② 事業目的達成経過の体系的提示 
     交付先選定審査委員会（以下「審査委員会」という。）の審査を経て、事業承認者が承認するに至った計画（以下「承認計画」という。）

においては、地域の現状、問題点、あるべき姿の実現に向けた取組課題、事業期間における具体的取組内容が示されたうえで、具体的取
組内容に必要な適切な経費の計上がされているものと思量する。 

     このため、同事業の評価においては、 
     a 所要の経費の投下を伴う具体的取組が、あるべき姿の実現に向けた課題の一部又は全部を履行したことにより、 
     b 地域の抱える問題が緩和又は解消され、 



     c 地域の現状を望ましい方向に変貌させることが可能な（又は変貌させている）状況となっている 
    ことが、示されるべきである。 
     このため、承認計画に照らし、上述 a、b、c を的確に説明し得る資料の提示が必要ではないか。 
 
   ③ ②の審査委員会において示された個別具体の意見等がある場合は、その内容及び意見等への事業実施主体の対応について、評価の参考

資料として示されたい。 


